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変更となる点 

◆現役並み所得者が細分化されます。（総医療費とは保険適用される診察費用の総額（10割）です。）  

 

平成30年8月受診分から70歳以上の方の自己負担限度額 が変わります！！ 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。 

3回目まで：57,600円    

4回目から：44,400円    

低所得者2（※3） 

所得区分 

現役並み所得者 

（※2）  

一般 

住民税非課税 
  世帯    

課税所得 外来 入院 

 

現役並み3 

現役並み2 

現役並み1 

690万円以上 

380万円以上 

145万円以上 

原則145万円 

未満 

低所得者1（※4） 

18,000円 

（年間144,000円上限） 

8,000円 

 

3回目まで：252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 

4回目から：140,100円 

3回目まで：167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％ 

4回目から：93,000円    

3回目まで：80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 

4回目から：44,400円    

24,600円 

 15,000円 

 
「4回目から」というのは該当診療月から数えて過去12ケ月以内で、4回以上高額療養費の支給を
受けていた場合の限度額のことを指しています。 

（※2）… 現役並み所得者とは、高齢受給者証の「一部負担金の割合」の欄に「3割」と記載されて 
              いる方 

（※3）… 低所得者2とは、世帯主及び国民健康保険の加入者全員が住民税非課税である方 

（※4）… 低所得者1とは、世帯主及び国民健康保険の加入者全員が住民税非課税であり、その世帯 
         の各所得が必要経費、控除（年金の所得は控除額を80万円として計算）を差し引いたと              
               き、0円となる方  

【計算例】  
 現役並み1の人で医療費３割負担で30万円（10割負担で100万円）の場合 
      80,100円 ＋（1,000,000-267,000円）×1％ 
      80,100円 ＋（733,000円）×1％ 
      80,100円 ＋ 7,330円 ＝ 87,430円 
    

※1 

（※1）同一月（1日から月末まで）にかかった医療費の自己負担の限度額です。  

 


